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   新型コロナウイルス感染症拡大防止について 

 

 日頃より学校の教育活動にご理解とご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症は依然として収束の兆しが見られず、北海道にお

きましては、新規感染者の急拡大や札幌市を中心とした医療提供体制がひっ迫してい

る状況などを踏まえ、「まん延防止等重点措置地域」に追加指定されました。現在、感

染力の強い変異株が道内でも主流となりつつあり、これ以上の感染拡大を防止するた

めにもご家庭におかれましては、下記の点に留意し、感染予防を徹底していただきま

すようお願いいたします。 

 

記 

 

○基本的な感染防止行動の実践をお願いします。 

   マスクの着用や手洗い、手指の消毒、人との距離を取るなどの基本的な感染防

止行動の徹底をお願いします。変異株は感染しやすいと言われています。人との

距離が取れない場合は屋外も含め短時間でも会話時には必ずマスクの着用をお

願いします。また、マスクは素材によって効果が異なることに留意するとともに

サイズのあったものを選び、布マスクなど洗える素材のものは、１日１回洗濯を

して清潔に保ってください。 

 

○日々の健康観察の徹底をお願いします。 

   検温や健康状態の確認などを毎日行ってください。なお、児童生徒及び同居家

族に風邪の症状がある場合は、登校させないようお願いいたします（この場合、

「欠席」ではなく「出席停止」の扱いとなります）。また、児童生徒が医療機関を

受診の際にＰＣＲ検査を受けられた場合は、学校へ連絡をしていただきますよう

お願いいたします。 

 

○札幌市との不要不急の往来は控えてください。 

   現在、札幌市では新規感染者が急激に増加していることから、生活や健康の維

持のために必要な場合を除いて往来は控えてください。また、必要な場合であっ

ても混雑している時間を避けるなど、感染リスクの低減を図る行動を心がけてく

ださい。 

   あわせて、「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」の対象都府県との不

要不急の往来も控えるようお願いいたします。 

（裏面に続きます） 



○「黙食」について 

   飲食の場面では、マスクを外すため感染リスクが高くなります。家族以外の方

と飲食をする場合は、４人以内の少人数で、長時間・大声を避け、会話の際には

マスクを着用するなどし、感染リスクを低減する行動を実践してください。 

 

○差別や偏見によるいじめの防止について 

   誰もが感染する可能性があります。患者やその家族、医療従事者の方などに対

し心ない差別や偏見、いじめなどを行うことは許される行為ではありません。冷

静で思いやりのある行動を心がけるようお子様にもお話しください。 

 

 

 

なお、学校におきましては、感染予防対策として以下の取り組みを実施しておりま

す。 

・教室などの換気の徹底（サーキュレーター・空気清浄機の設置） 

・身体的距離を配慮した教育活動の実践 

・給食時の黙食の指導 

・学校内外の清掃や消毒 

・各種行事実施のために必要な感染防止対策の検討 

 

 

 

※ ご家庭での感染症拡大防止対策などについてご不明な点がございましたら、

学校または岩内町教育委員会（電話 0135-62-7099）子ども未来課 学校教育係

までお問い合わせ願います。 


